
平
成
二
十
五
年
四
月
三
十
日
受
領

答

弁

第

五

九

号

内
閣
衆
質
一
八
三
第
五
九
号

平
成
二
十
五
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
今
後
の
離
島
に
お
け
る
電
力
の
安
定
供
給
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。
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一
に
つ
い
て

例
え
ば
、
離
島
に
お
け
る
電
気
の
供
給
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
電
気
の
使
用
者
全
体
が
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
離

島
に
お
け
る
電
気
の
使
用
者
が
、
離
島
以
外
の
地
域
と
同
程
度
の
料
金
に
よ
り
電
気
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
具
体
的
な
方
策
は
今
後
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。


